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●１２月定例会終了にあたっての西山秀尚団長の談話をご紹介します。 

 

１２月定例議会を終えて（談話） 

                        ２００２年１２月１９日 

                       日本共産党京都府会議員団 

                          団長  西山 秀尚 

 

１２月１７日、１２月定例会が閉会した。今議会には、９月議会に提案され、決算特別

委員会で審議されてきた決算認定議案５件と「産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」

など１４件の議案が提案された。 

わが党議員団は、長引く不況のもとで年末を控え、府民の暮らしや営業が厳しくなって

いる中、「ムダづかいをやめ、くらしと営業を応援する」施策の拡充を求めて奮闘した。 

 

１、 府民の運動と世論が、府政を大きく動かす 
  

１１月２０日、府内各地から「暮らし守れ・仕事よこせ」と１２００人が京都府庁を取

りまき、知事に対して切実な要求の申し入れがおこなわれた。 

 また、府議会にも教育関係２３件１６万人をはじめ、３６件２０万人もの府民の切実な

要求にもとづく請願が提出された。 

 こうした草の根からの粘り強い府民ぐるみの運動が、大きく広がる中で、今議会では、

府民の願い実現で、画期的な前進をかちとった。 

第一は、「子どもの医療費助成の拡充」について、知事が「拡充に向けて検討する」と公

式に表明したことである。４年前の知事選では「絵にかいたもち」と攻撃し、多くの署名

を添えて繰り返し提出された請願を、ことごとく不採択としてきた与党会派が、はじめて

「拡充が必要ではないか」と質問し、京都府医師会から提出された「乳幼児医療費の拡充

を求める」請願に賛成するなど、その態度を大きく変えた。 

さらに、国に対し「就学前までの助成制度を」求める意見書も、全会一致で可決した。 

 こうした変化は、府内各地で広がる運動と、２５市町で「就学前」以上の実施が広がる
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もとで、拡充に踏み出さざるをえなくなったものである。 

 わが党議員団は、知事の言う「拡充」が「就学前まで」となるよう、広範な府民のみな

さんとひきつづき全力をあげるものである。 

第二に、中小企業関係者や日本共産党の要求で本年一月から始まった「借換融資制度」

も、この間の京商連をはじめとする中小業者の「拡充を求める」運動で、借換対象を「協

会保証付のプロパー融資（銀行融資）も対象にする。新規資金も対象」と大幅な改善を実

現、西山参院議員の国会での追求もあって、同様の制度を国としても実施することとなっ

た。 

第三に、府立学校の普通教室へのクーラー設置についても、教育長は「必要性を十分認

識している。早期に事業化がはかられるよう検討していきたい」と答弁した。これも、父

母や教職員からの強い要求が出され、わが党議員団も求めてきたが、教育長はこれまで「必

要ない」としてきた態度を変え、実現へ大きく踏み出した。 

第四に、ムダな大型開発、大型公共事業について、「南丹ダム建設」の中止、「スタジア

ム建設」「丹後リゾート公園」の大幅見直しが表明された。 

「南丹ダム」については、地元関係者やわが党議員団が「水需給計画もなしに、先にダム

ありきではないか」と厳しい批判をおこなってきた。ところが地元・自民党府会議員は「ダ

ム建設に疑問との声もあるが、くらしと地域振興に欠くことのできないダム」と建設を要

求、前知事も「推進する」と答弁し、６億円もかけて調査を続けてきたが、今回、とうと

う「中止」を決定せざるを得なくなったものである。このダム建設については、公共事業

再評価委員会も「事業継続は妥当」としていたもので、「委員会」の責任も問われるもので

ある。 

 「木津川右岸運動公園のスタジアム建設」についても、当初４万３千人規模としていた

のをすでに３万人規模に「縮小・見直し」としていたが、今回「スタジアム建設の見直し

を含めた検討」を表明した。 

 「丹後リゾート公園」建設も、これまでの総事業費１５０億円規模の事業を大幅に見直

し「リゾートの名称はなくす。総事業費は現在の数分の一となる見込み」であることを明

らかにした。 

 これらはいずれも、わが党議員団が、「府民が気軽に利用できるものではない」（スタジ

アム建設）、「滞在型の丹後リゾートは成り立たない。見直すべき」（リゾート開発）とその

中止を求めていたもので、知事選挙でも大きな争点となり、府民の厳しい批判を受けてい

たものである。 

 このように、府民の要求の実現と大型公共事業の中止、見直しは、府民の世論と運動こ

そが府政を動かす力であることを、明瞭にしめしている。 

第五に、今回提案された「産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」は、亀岡市畑野
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町や井手町新四郎山などで、産業廃棄物の不法な処理が続き、京都府が毅然とした対処を

しないことへの厳しい批判が高まっているもとで、わが党議員団がその制定を求めてきた

ものである。 

わが党議員団は、この条例の制定を機に京都府がこれまでの産業廃棄物の不法な処理に

たいする姿勢を改め、毅然とした対応をとるとともに、この条例が実効あるものとなるよ

う求めた。 

 

２、運動と結んで、府議会の論戦でも新たな前進が 
  

決算委員会や今議会で、わが党議員団は、府民の運動と独自の調査をもとに、論戦を展

開し、新たな前進をかちとった。 

 第一は、京都府が国に対して求めている外形標準課税の導入は、京都で４００億円（総

務省案）もの大増税となること、「広く薄く」「受益に応じた負担」は道理がないこと、中

小企業の町・京都の経済をいっそう困難にするものであることを明らかにする中で、知事

は、まともな答弁ができない事態に追い込まれた。 

商工会議所をはじめ中小企業団体などの大きな怒りの前に、政府も「資本金１億円以上

の企業を対象に」せざるをえなくなったが、外形標準課税は赤字企業からも税金を取ると

いうこと、将来中小企業にも課税対象を広げることは明らかであり、わが党議員団は、今

後もさらに世論と運動を広げ、「導入中止」へと奮闘するものである。 

第二に、丹波町に建設予定の「畑川ダム」について、「南丹ダム」と同様、過大な水需要

予測のもとでの計画であり、これがすでに破綻していること、さらに大規模に畜産経営が

おこなわれているところでの取水であり、水道水には適さないことなどを明らかにした。 

これについても、知事は、すでに破綻している「当初計画」そのままの答弁を繰り返し、

まともな答弁ができない状況に追い込まれている。 

第三に、私学助成について、父母負担の軽減と私学経営支援のために、国庫補助が９８

年に比べ６億円余増額されているにもかかわらず、一般財源は３億円減らしていることを

明らかにし、文部科学省も、こうしたやり方を批判していることを明らかにした。こうし

た結果、これまで国への「私学助成の増額を求める意見書」しか提出しなかった与党会派

が、京都府に対して「私学助成の充実・強化に積極的にとりくむこと」を求める決議を提

案、全会派一致でこれを採択した。 

第四に、「３０人学級」についても、これまで「少人数学級が、必ずしも教育効果がある

とはいえない。少人数授業で対応する」とかたくなに「少人数学級」を否定してきた教育

委員会が「少人数学級について検討していきたい」と表明した。これも運動が大きく広が

り、京都市でも３５人学級が実施される状況のもとで、態度の変更を余儀なくされたもの
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である。   

わが党議員団は、今後いっそう運動と世論を広げ、府内のすべての小中学校で「少人数

学級」が実現できるよう、ひきつづき奮闘するものである。 

 

３、「ムダづかいをやめ、くらし応援へ」転換を 
  

２００１年度決算認定については、失業率が全国でワースト３、製造業の事業所減少率

が全国最悪で５件に１件以上は倒産・廃業に追い込まれているにかかわらず、本府が中小

企業振興費を前年比８億６０００万円も減額、小売商業振興事業費補助金も１億５９００

万円を７千万円に二分の一以下に大幅減額、伝統産業後継者支援制度も廃止など、中小企

業・伝統産業振興対策を後退させたことが、全国でも最悪の京都経済の落ち込みをまねい

ていると厳しく批判した。 

また、府民の切実な願いである介護保険減免制度や乳幼児医療費助成の拡充、私学助成

の増額などに背を向けてきたこと、自ら「中止」や「見直し」を表明せざるをえなくなっ

た大型開発事業を継続し、税金を投入し続けてきたことなどを厳しく批判し、一般会計お

よび特別会計決算認定に反対した。 

あわせて過大な水需要予測にもとづいて建設した乙訓浄水場の負担を地域住民に押し付

けている水道事業会計の決算認定に反対した。 

 今回提案された府職員や教職員、警察職員の給与カットで捻出されるあらたな 80 億円

の財源が、子どもの医療費助成や介護保険減免、住宅改修助成など、府民のくらし応援の

ために生かされるよう強く求めた。 

 また、「地方自治・住民自治」を否定して押し付けられている市町村合併についても、全

国町村長大会や町村議長会が、激しい抗議の意思を示し、府内の各地域でも、国・府の合

併押し付けに批判の声が高まっている。わが党議員団は、京都府がこうした声に背を向け

て合併を押し付けていることを厳しく批判し、住民の声に応えてがんばっている市町村こ

そ支援することを求めた。 

 今議会中、教育委員会は、「府立高校改革推進計画」案を発表したが、通学圏を拡大し、

「中学生が高校を選べるようにする」として学校間格差を広げようとするもので、そのひ

とつとして「洛北高校を中高一貫校」にすることを明らかにした。しかし、これは学校関

係者にも父母にも、まったく知らされていず、京都市立中学校校長会からも「一方的で一

切説明がない」として白紙撤回を求める申し入れがおこなわれるなど、学校関係者や父母、

地域住民の声も聞かずに「高校改革」をすすめる府教委に批判の声が高まっている。 

 わが党議員団は、こうしたやり方を厳しく批判するとともに、子どもや父母の願いに応

えた高校教育制度となるようひきつづき奮闘するものである。 
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４、「アメリカのイラク攻撃計画は中止を」の声に応えた意見書を採択 

  

わが党議員団は、アメリカのイラク攻撃の危険が強まり、自衛隊イージス艦のインド洋

出航という事態のもとで「イラク攻撃の中止」と「イージス艦派遣中止」を求める意見書

を議会の意思として提出することを提案。 

与党会派は、わが党の意見書には背を向けながらも「アメリカ合衆国によるイラク攻撃

が危惧される」と指摘し、「紛争解決の手段として戦争を行うことは断じて許すことはでき

ない」「わが国は国際協調と国連中心を外交の基本とし、勇気をもって国際問題の平和的解

決のために努力すべきである」「憲法の精神にのっとり、国際法ならびに国連憲章のもと、

毅然とした態度であらゆる外交努力をつくすよう強く要望する」との意見書を提出し、全

会派一致でこれが採択された。 

 これは、今日のアメリカの危険な戦争計画とこれに言いなりで米軍との共同行動をとる

政府の外交姿勢への、府民の不安と怒りの声が反映したものである。 

 
５、府民の世論と運動の前に、「支離滅裂」の与党会派と反共だけの公明党の

みにくい姿さらけだす 

  

今議会では、府民の大きな運動に追いつめられた与党会派は、その論戦において、まっ

たく「支離滅裂」と言う事態に陥った。 

 ９８年予算委員会総括質疑で、南丹ダム建設を要求していた自民党議員が、今回の中止

決定を「英断」と評価したり、亀岡市畑野町における不法投棄の解決を求める声に対し、

「京都府はちゃんとやっている」と言ってきた自民党議員が、「違法行為をおこなうものの

抗弁を許さないしくみづくりが必要」といいだすなど、自らのこれまでの態度とまったく

異なる態度を表明した。 

 また、「乳幼児ネット」の 33000 を越える「国に乳幼児医療費助成制度の創設と府の制

度拡充を求める」請願を、与党会派は、委員会では「国に対しては昨年１２月に意見書を

提出している」として不採択にしておきながら、本会議には「乳幼児医療費の就学前まで

の助成制度を」国に求める意見書を提案するという混乱ぶりを示した。 

 さらに、民主党も含め与党会派は、「第二名神など高速道路建設の促進、道路特定財源の

確保などを求める意見書」を提案したが、これも世論調査で、すでに近畿圏では７０％が

「不要」とし、「推進」は２０％に過ぎないものを、多くの府民の声であるかのように描い

て、高速道路優先にしがみつく時代遅れの姿をさらけ出した。 

 民主・府民会議の賛成討論にいたっては、来春の府会議員選挙のための予算が約９割を

占めている補正予算を「府民の暮らしを見据えた予算」とほめあげ、まともに予算案を検
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討もしていない姿をさらけ出した。 

 このように、「理事者の提案にはなんでも賛成」で、「行政をチェックする」議会の役割

を投げ捨ててきた与党会派の「支離滅裂」ぶりが浮きぼりになった議会であった。こうし

た議員がいくら増えても、府民の暮らし守る仕事も府政の改革もできないことは明らかで

ある。 

 公明党は９月議会、決算委員会につづいて、中央病院における「虚偽の検査報告」問題

を繰り返し持ち出し、「病院ぐるみの組織的犯罪」「殺人事件」であるかのように理事者に

答弁させようとした。 

しかし、この問題は、現在病院と府・市・社会保険庁によって調査中であり、理事者の

答弁も、「法と制度に基づいて、適正に対処する」とするもので、公明党の思惑どおりの答

弁は引き出せず、民医連つぶしや日本共産党攻撃など「政争の具」にしようとする、同党

のみにくい姿をさらすだけであった。 

 わが党議員団は、こうした公明党に対し、「民医連が、住民の命と健康を守るために献身

的にがんばってきたことは、阪神大震災の救援活動などで明らか。政府による医療保険改

悪が、国民の命と健康を危うくしていることにこそ、心を痛めるべきではないか」と批判

した。 

 今後も、公明党のこの事件や北朝鮮の拉致問題を使っての反共攻撃が強まることが予測

されるが、これはもはや同党が「反共しか存在意義がない」党であることを、府民の前に

自ら示すものである。 

わが党は、こうした攻撃を打ち破り、いっせい地方選挙で新たな前進を必ずかちとり、

「府民のくらし応援」「府民が主人公」の府政実現へ、ひきつづき奮闘するものである。 
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● 議案に対する討論を新井進議員がおこないました。その大要を紹介します。 

 

新井 進議員の議案に対する討論 

 

日本共産党の新井進です。私は日本共産党府会議員団を代表し、ただいま議題となって

います議案１９件のうち、９月定例会提出の決算認定議案、第１１号議案と第１３号議案

の２件に反対し、他の１７件に賛成する立場から討論をおこないます。 

まず、第３号議案について、賛成ではありますが、意見を述べておきます。 

「京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」の制定は、府内各地で続発する不

法投棄で府民の暮らしと環境が脅かされているもとで、わが党議員団もその制定を強く求

めてきたものです。 

しかし、従来から指摘してきたとおり、亀岡市畑野の事例が示すように、本来なら砕石

法や廃棄物処理法にもとづいて、住民の声に応え、本府が毅然と対処していたなら早期に

解決がはかれた問題です。こうした事案は多数あります。そうした毅然とした対応ができ

なかった本府の姿勢に、これまでの産業廃棄物行政の大きな問題があったことは明らかで

す。 

今回の条例制定を機に、こうした姿勢を改め、住民とともに、産業廃棄物の不法な処理

は許さないとした毅然とした対応をとるよう、第１に求めておきます。 

第２に、産業廃棄物の不法投棄などをおこさないためには、産業廃棄物の発生量そのも

のを抑制することです。これはパブリックコメントで府民から寄せられている多くの意見

でも明らかです。条例第３条には「事業者の責務」が書かれていますが、これを効果ある

ものとするためには、各事業者から産業廃棄物発生抑制対策や削減計画の提出を求め、そ

の進行状況を掌握し、これを公表する。そして、府として、第６条２項に定めている技術

的支援等を実施し、各事業者の計画達成を支援することが必要です。条例にはこのことが

明記されていませんが、規則及び運用の中で、これが実施されるよう求めるものです。 

第３には、第８条で「産業廃棄物の保管用地の届出」が義務化されますが、これを実効

あるものとするためには、「保管地」や「産業廃棄物処理施設」への「夜間の搬出入の禁止」

や外部から保管物等が見えるようにするなどの措置が必要です。 

第４に、「産業廃棄物等の保管等がおこなわれていると認めるときは、職員の立ち入り検

査がおこなえる」と定めていますが、この立ち入り検査権限を、市町村職員にも付与する

ことを求めるものです。 

産業廃棄物の不当な処理に機敏に対処できるようにすること、地域の実情に最も精通し

た市町村職員によっておこなうことによって、産業廃棄物などの不法な処理を未然に防ぎ、
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取り返しがつかない事態となることを防ぐことができます。 

第５には、この条例は京都市の区域は適用しないとしていますが、京都市内でも、大岩

街道や鴨川上流域など、産業廃棄物の不適正な処理が市民生活を脅かし、大きな社会問題

となっています。この条例によって、府域での対策が厳しくなった結果、京都市内で問題

が新たに発生する事態をまねかないためにも、また、知事が「京都市民も府民」といわれ

るのなら、少なくとも本条例と同様の対策が京都市でも早急に取られるよう、府として強

く働きかけることを求めるものです。 

 

次に、９月定例会提出の第１１号議案、平成１３年度京都府一般会計及び特別会計歳入

歳出決算についてです。 

平成１３年度は、京都府内の失業率が、沖縄、大阪についでワースト３となり、１３年

の事業所・企業統計調査では、過去５年間の事業所減少率が、大阪についでワースト２、

製造業では全国最悪で５件に１件以上が減少するというきわめて深刻な事態にありました。 

こうしたもとで本府に求められたのは、府民の暮らしを守り、京都経済の99％を占める

中小企業をしっかりと支援し、京都経済の立て直しをはかることでした。 

ところが、第１に、１２年度末で国の特別保証融資制度が打ち切られるもとで、予算審

議の際、わが党議員団が、融資制度の改善が必要と求めたのに対し、「必要がない」として、

何ら改善がされませんでした。その後、事態の深刻化と中小企業関係者やわが党議員団の

要求にこたえて「京都市と協調しての借換融資制度」を本年１月からスタートさせざるを

えませんでした。 

また、中小企業振興費は、融資のための預託金を除けば３０億円足らずで、前年比８億

６千万円も減らされ、小売商業振興事業費補助金も１億5900万円が7000万円と前年の２

分の１以下となっています。さらに、伝統産業後継者支援制度も廃止しています。 

結局、長引く不況の中、京都経済を支え、必死に努力している中小企業、伝統産業支援

を本府として抜本的に強化しなければならないときに、反対に、予算を減らす、若しくは

従来型にとどめてきた結果が、全国でも最悪の事業所の減少や失業率として現れているの

ではありませんか。 

第２には、失業や倒産、賃下げなどで暮らしが大変になり、「暮らし応援を」との声が大

きく広がっているにかかわらず、こうした声にまともに応えませんでした。 

介護保険について、本府の調査でも、高い利用料負担で、利用が抑制される事態が生ま

れ、市町村が低所得者への減免に踏み出しているにかかわらず、本府はその支援制度を拒

否してきました。子どもの医療費助成の拡充も同様です。 

私学助成も、授業料が払えず、中途退学せざるをえない生徒が増え、父母負担の軽減が

求められているときに、９８年度に比べ国庫補助が６億2000万円増やされているのに、反
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対に、一般財源は３億8100万円も減額するという、逆立ちしたことをおこなっていること

も明らかになりました。 

また、府民が日々の暮らしが成り立たず、「とりあえずの生活資金を」と利用する「暮ら

しの資金」の増額や通年化も行われませんでしたが、今日「ヤミ金」による被害が増大し

ていることから見て、これを拒否してきた本府の責任はきわめて重大といわなければなり

ません。 

生活保護は憲法に保障された国民の権利です。ところが、本府は、秋田県で住民の権利

を奪うものとして廃止された「包括同意書」提出を相変わらず義務化し、生活保護を受け

る権利を入口で侵害しています。 

１３年度に強行された府立医大付属病院における結核病棟の事実上の廃止も、府民の命

よりも、財政第一の考えであり、府立医科大学および付属病院特別会計決算も認めるわけ

にはいきません。 

知事は、部課長公所長会議で「本府の使命は福祉の向上にある」といわれましたが、平

成１３年度決算をみれば、この知事の発言と実態は、程遠いものです。 

第３に、府民には、こうした犠牲を押し付けておきながら、もう一方では、今回中止を

決定せざるを得なかった南丹ダム調査費に１３年度にも2400万円、さらに今回、ゆきづま

りと破綻が明白となり、大幅な見直しを表明された丹後リゾート公園建設に１億2000万円、

木津川右岸運動公園建設に２億円支出し、学研都市開発や和田埠頭の推進を継続していま

す。 

また、広範な国民からきびしい批判をうけている関空二期工事に２億1400万円、市内高

速道路建設に11億 2500万円出資するなど、相変わらず、ムダと環境破壊の大型開発、大

型公共事業は継続しています。 

こうした結果、１３年度の府債は1051億円発行され、起債残高は１兆824億円となり、

利子だけでも年間346億円、１日１億円近く支払わなければならない事態となっています。 

こうした借金ばかり増やし、府財政を困難に陥れる大型開発、大型公共事業優先のやり

方はこの際、改めるべきです。 

第４に、財政健全化の問題です。 

「財政中期見通し」と比較して、人件費や扶助費は職員と府民の犠牲のもとで「見通し」

より低く押えられていますが、投資的経費、とりわけ普通建設補助事業費は「見通し」の

130％増となっています。理事者は、「国の景気対策に基づくもので、交付税措置がされる」

と答弁していますが、公共事業頼みの景気対策が破綻していることは、いまや明らかでは

ありませんか。いつまでも、こうした効果のない景気対策をつづけることはやめるべきで

す。しかも、あとで交付税措置されるとしていますが、これは本来、自主財源である交付

税の硬直化を招くことは、すでに明らかです。 
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さらに、税収の大幅な減少で「財政が厳しい」として、京都経済を支える中小企業に大

増税を押し付ける外形標準課税導入を求めることは、京都経済をつぶすものです。本府の

財政を安定させ、立て直す道は、不要不急の大型公共事業をいったんストップすること、

国に対し、地方固有の財源である交付税の削減を許さず、抜本的拡充を強く求めること、

そして、中小企業が「税金が払える経営」となるよう応援すること、職員の叡智を集めて

無駄をなくし効率的な行政運営をおこなうことです。 

以上の理由によって、第１１号議案には、反対です。 

なお、関連して、今定例会提案の第１３号、第１４号議案では、職員の給与の引き下げ

が提案されていますが、生活が厳しい中で、給与カットに協力し、府財政の立て直し、「府

民の暮らしを守るための仕事を」と願っている職員の思いが本当に生かされるためには、

この給与カットで捻出されたあらたな財源８０億円あまりが、ムダな大型公共事業に使わ

れるのではなく、子どもの医療費の就学前までの拡充や介護保険の減免制度、住宅助成制

度の実現など、目に見えた形で府民の暮らし向上のために使われるよう、あわせて強く求

めておくものです。 

 

次に、平成１３年度京都府水道事業会計決算ですが、予算審議の段階でも、「本府が住民

負担の軽減に努力するとともに、企業に対し、府営水を使用するよう強力に指導すること」

を求めましたが、企業の使用は遅々としてすすまず、過大な水需要予測にもとづいて建設

された乙訓浄水場の負担が、乙訓２市１町の水道事業会計を危機に追い込み、地域住民に

水道料金の大幅な値上げとなって押し付けられています。こうしたやり方は認められるも

のではありません。よって、第１３号議案は反対です。 

 

いま多くの国民は自分たちの住む府県や市町村が「自治体らしい自治体」となることを

強く求めています。従来の「開発会社」のような大型開発優先で、本来の仕事である住民

の暮らしや福祉を向上させることに背を向けるような自治体には、きっぱりノーの声をあ

げ始めています。それが、長野県や徳島県、さらには熊本市や尼崎市などで、これまでの

自民党や公明、民主などが推す知事や市長を破って、無党派のみなさんと日本共産党が共

同して推す知事や市町村長を誕生させる新しい流れとして現れています。 

また、強引に推し進められる市町村合併に対しても、全国町村会長大会や全国町村議長

会が、「地方自治を破壊するもの」との厳しい批判の声をあげ、府内各地でも、住民の意思

を無視した合併協議会の設立や、合併ありきの結論の押しつけに批判の声があがっていま

す。 

知事が、南丹ダム建設中止につづいて、市内高速道路や関空第２期工事の出資金の中止、

さらには学研都市開発や木津川右岸運動公園など、大型開発事業を全面的に見直し、府民

の暮らし応援、中小企業支援で京都経済の立て直しの方向に府政を転換されること、さら

に、国言いなりで市町村合併を押し付け、府民の大切なふるさとを破壊するような暴挙は、
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ただちに中止されるよう強く求めて、討論を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００３年２月定例府議会の日程（予定） 

開会日  ２月７日（金）～ 閉会日 ３月１２日（水）  

代表質問  ２月 12日（水）、２月13日（木） 

一般質問  ２月 14日（金）、 ２月 17日（月） 

      予算委員会  ２月 18日（火）～３月４日（火） 


